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岡山地方裁判所第２民事部 

橋本康平裁判官 

 

平成２８年に司法試験に合格し，翌年に１年間の司法修習を経て，平成３０年１

月に裁判官（和歌山地方裁判所判事補）に任官しました。和歌山地裁では，３年間

刑事部の裁判官として勤務し，主に刑事事件を担当していました。令和３年４月か

ら，ここ岡山地方裁判所第２民事部で勤務しています。 

 

 

 現在は，主に民事裁判を担当しています。裁判官は，任官してからしばらくは判

事補という立場で，原則一人で裁判をすることができません。私も，まだ判事補で

あり，一人で裁判をすることができないため，合議事件といって，３人の裁判官で

構成される事件の主任裁判官をしています。具体的には，合議事件の裁判への立会

いのほか，裁判に向けて，裁判官同士での合議（話し合い）のためのメモや資料を

自己紹介をお願いします。 

現在の仕事内容は？ 

岡 山 地 裁 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ ク タ ー  

ジ ャ ッ ジ ー ち ゃ ん  

こんにちは。岡山地裁マスコットキャラク

ターのジャージー・モモです。 

ジャッジーちゃんって呼んでください。 

第２民事部の橋本裁判官にインタビューを

してきました。 

「法の日」週間を迎えるにあたり 

橋本康平裁判官にインタビューをしました。 

岡山地方裁判所  
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作成したり，判決や和解案の原案を作成したりしています。 

 また，令状事務等の民事事件以外の仕事や研究会等への参加，広報活動などもし

ています。  

 

 

 裁判官を目指そうと思ったのは，司法試験合格後でした。司法試験までは，弁護

士を目指していましたが，せっかく司法試験に合格したので，裁判官も選択肢に入

れてみようと思ったのが，最初のきっかけだったと思います。しかし，司法修習ま

では，裁判官が実際にどのように仕事をしているのか目にする機会はなく，せいぜ

い法廷傍聴をした程度で，なんとなく裁判官は一人で黙々と仕事をしているイメー

ジがありました。しかし，司法修習で，事件について活発に議論する裁判官の姿を

見て，イメージは大きく変わり，さらに真剣に裁判官を目指すようになりました。 

 

 

 まだ，２か所の裁判所でしか勤務していませんが，裁判所は非常に働きやすい職

場であると感じています。特に，裁判官にとっては，経験年数に関わらず，他の裁

判官と対等な立場にあるため，しっかり自分の意見を言うことができます。また，

裁判官以外の職員（書記官や事務官）も，裁判官が判断に集中できるよう意欲的に

勤務してくれる方ばかりであり，とても心強い存在です。 

 

 

 

 

 

 

 

裁判官を目指したきっかけは？ 

職場の雰囲気はどうですか？ 

〈 庁 舎 外 観 〉  〈 １ ０ ０ 号 法 廷 〉  
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 裁判官の下す判断によって，例えば，民事事件では権利義務の範囲が決まること

になりますし，刑事事件では刑罰を科すことになります。その権限の大きさとそれ

に伴う責任を自覚し，個々の事件と真摯に向き合う姿勢を忘れないように意識して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 和歌山地裁で勤務していたころは，少年事件も担当していました。少年事件は，

犯罪をするなどした少年に対し，その更生のためにどのような処遇が適切であるか

を検討・決定する手続です。大人であれば，犯罪をすれば，刑事事件として取り扱

われ，刑罰を科せられることになりますが，少年は，少年の可塑性（変化しやすい

性質）への期待等から，少年事件として取り扱われることになります。 

 少年事件を通じて，少年が変化していく様子を実際に感じ取り，更生への期待を

込めて，気持ちよく決定ができた事件は，やはり印象に残っています。 

仕事をする上で意識していることや，気をつけている点など 

あれば教えてください。 

印象に残っている出来事は？ 

〈 ラ ウ ン ド テ ー ブ ル 法 廷 〉  

令和２年１２月から岡山

地方裁判所でもウェブ会

議等のＩＴツールを活用

した争点整理の運用を開

始しています。 

民事訴訟手続のＩＴ化

（ウェブ会議等）で使用さ

れる機材です。 
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 平日は忙しいため，休日は，切り替えて，しっかり休むことを意識しています。

コロナの影響で，旅行などには行けませんが，それでも映画を見に行ったり，時間

をかけて料理を作ったりしてリフレッシュするようにしています。また，私は，結

婚しており，現在，岡山へ単身赴任中であるため，休日の度にとはいきませんが，

できる限り妻と一緒に過ごすようにしています。 

 

 

 

 毎年１０月１日の「法の日」は，皆さんに，

法の役割や重要性について考えていただく

きっかけとなるように定められたものです。 

 この記事を見ていただいた皆さんが，裁判

所や裁判官を身近に感じていただき，法律に

興味を持っていただければ幸いです。  

 

 

 

 

 

 

 

休日の過ごし方や，趣味・特技について教えてください。 

「法の日」週間を迎えるにあたり，皆さまへメッセージを

お願いします。 

岡山地方裁判所では，「法の日」週間行事における施設見学等のほか，「法廷見学」や，

現職の裁判官と一緒に学校等にお伺いして，裁判手続等を紹介する「出前講義」などを行

っています。「法廷見学」や「出前講義」は随時受付を行っておりますので，興味関心の

ある学校や団体の皆様はお気軽にお問合せください。  

※撮影のため，マスクを外しています。  

最後まで御覧いただき，  

ありがとうございました。  


